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中電配電サポート株式会社 防護管受付センター

防護管取付の申込みにあたって
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3 申込みに必要な資料について

防護管の取付設備と範囲を特定するため、作成例を参考に下記資料の提出をお願いします。

・位置図
・平面図
・立面図
・取付場所の現況写真
「取付する起点」「取付の長さ」「取付対象設備のマーキング」は詳細に記載ください。

★申込時は上記資料以外に以下の情報が必要です。
・建物と電気設備の距離（屋上2.0ｍ、屋側1.2ｍ以上の確認）
・足場の設置日と解体日
・道路幅員2.5ｍ以上の有無
・取付期間（利用期間）

防護管申込用の資料に関する詳しい内容は
ホームページ内「防護管申込シート（見本）」を
ご覧ください。



© Chuden Haiden Support Co.,Ltd. All rights reserved.
12

4 申込みをされる方へのお願いについて（1/2）

○防護管は、作業監督者が労働安全衛生法や建設業法などに基づ
いて、作業者の安全を確保するための安全対策の1つです。

○取付指示が曖昧な場合、防護範囲の不足により防護管の付増しが
必要となり、追加手続きと費用が伴う場合があります。

○防護管の取付箇所と範囲については、重機やクレーンを操作する
オペレーターの方や配電線の近くで作業をする方と綿密に打合せ
のうえ、お申込みをされますようお願いいたします。

○見積書の内容を承諾後、防護管取付工事完了までの間に解除した
場合、所定の中途解除費用を請求しますのでご留意ください。

○防護管取付期間中は、防護管の取付状態が正常であることを日々
点検いただくとともに、「配電線に重機や足場を接触させない」「充
電部に作業者を近づけさせない」よう注意喚起と必要な監視者をお
願いいたします。
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4 申込みをされる方へのお願いについて（2/2）

○防護管の取付作業完了後、お客さまにて取付状態の検査を実施いただきます。ま
た、日々の作業前に防護管の取付状態をご確認ください。
取付箇所・期間の変更、防護管等の異常（ずれ、外れ等）を発見した場合は、中電
配電サポート防護管受付センター（052-888-8130）へ連絡ください。


